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答申第２２１号（諮問第２８１号） 

 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

埼玉県教育委員会（以下「実施機関」という。）が平成２７年５月２９日付けで不存

在を理由として行った公文書不開示決定は、妥当である。 

 

２ 異議申立て及び審議の経緯 

（１） 異議申立人（以下「申立人」という。）は、平成２７年５月１５日付けで、埼玉

県情報公開条例（平成１２年埼玉県条例第７７号。以下「条例」という。）第７条

の規定に基づき、実施機関に対し「昭和４５年度から平成２７年度における○○○

新聞○○高校生徒肖像権蹂躙事件に関する証拠・報告・対応・対処・調査・処分・

連絡・通報・判断・会議・協議・審議等についてのあらゆる情報の全部」の開示請

求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

（２） これに対し実施機関は、平成２７年５月２９日付けで、本件開示請求に対する公

文書は作成していないとして、不存在を理由とした不開示決定（以下「本件処分」

という。）を行った。 

（３） 申立人は、平成２７年６月８日付けで、実施機関に対し、本件処分の取消を求め

て異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）を行った。 

（４） 当審査会は、本件異議申立てについて、平成２７年９月４日に実施機関から条例

第２２条の規定に基づく諮問を受けるとともに、開示決定等理由説明書（以下「理

由説明書」という。）の提出を受けた。 

（５） 当審査会は、平成２７年１０月５日に実施機関の職員から意見聴取を行った。 

 

３ 申立人の主張の要旨 
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  申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 

（１） 異議申立ての趣旨 

    公文書不開示決定通知書に記載されている「開示しない理由」の内容は、虚偽で 

   あり、根拠がなくて、へ理屈であって、理由にならない。よって異議を申立てる。 

（２） 異議申立ての理由 

   ア ○○○新聞に○○高等学校（以下「本件高校」という。）全日課程所属の女子 

    生徒３人が本人と特定される顔面を含む制服姿で撮影された写真が掲載されてい 

    るという事実は、本件高校が察知しており、認知しており、否定できるはずがな 

    い。 

   イ 本件高校は、公立高校であり政治的中立を義務付けられている。にもかかわら 

    ず、○○○○○○○○○○○○の機関紙に生徒が掲載されるということは、政治 

    的中立を犯し、肖像権をじゅうりんする蛮行である。 

   ウ ○○○○○○○○○○○○所属の組合員たる公務員は、写真撮影を勤務時間中 

    にしていたのであれば、勤務時間に政治的中立を破り、しかも職務専念義務にも 

    違反しているのだから、その罪状は悪質である。 

    

４ 実施機関の主張の要旨 

  本件開示請求に係る事件は発生しておらず、公文書は作成していないため不存在であ 

 る。 

 

５ 審査会の判断 

（１） 本件処分について 

 本件処分は、本件開示請求に対して実施機関が公文書を作成していないことを理 

由として行った公文書不開示決定である。 

 実施機関は、申立人の主張する本件開示請求に係る事件は発生しておらず、文書 

を作成していない旨主張する。 

 そこで、当審査会では、実施機関に対して意見聴取を行い、実施機関の当該理由 
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に基づく本件処分の妥当性について検討する。 

（２） 本件処分の妥当性について 

 申立人は、異議申立書において、○○○○○○○○○○○が発行する機関紙「○ 

○○新聞」（○○○○年○月○日号）（以下「本件新聞」という。）に本件高校全 

日制の生徒３名の写真が掲載されたことは肖像権を侵害する事件であり、事件は発 

生しておらず文書を作成していないとする実施機関の理由は納得できないと主張す 

る。 

 当審査会が実施機関に確認したところ、本件新聞は地方公務員法（昭和２５年法 

律第２６１号）第５２条に基づく職員団体が発行しているものであり、実施機関は 

本件新聞の内容、発行、配布等に何らの関与もしておらず、本件開示請求の時点で 

は、実施機関は申立人の言う「事件」が本件新聞に本件高校全日制の生徒の写真が 

掲載されたことを指すものであるという認識はなかったとのことである。また、実 

施機関には、本件新聞に関することで、生徒、保護者、配布を受けた者等から苦情 

や意見を受理した記録もなく、事件の発生を確認できるものは存在しないことから、 

本件開示請求に係る文書は保有していないと主張する。 

 なお、申立人が「事件」であると主張する意図については、申立人が県政情報セ 

ンターにおいて本件開示請求を行った際に、同センター職員が本件開示請求の趣旨 

について確認したところ、「校長に聞けばわかる」と言うのみであり、それ以上の 

情報は得られなかったとのことである。 

 このような経緯からすると、本件開示請求時点において、申立人が「事件」であ 

ると主張する意図を了知できず、文書の特定ができないことから、本件開示請求に 

係る事件は発生していないとして、不存在を理由に公文書不開示決定を行ったとい 

う実施機関の説明に不自然・不合理な点はなく、それを覆すに足る事情は認められ 

ない。 

 なお、申立人は本件異議申立てにおいて、本件新聞のコピーを添付し、申立人の 

主張する「事件」について具体的に示したが、この時点においても実施機関はその 
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内容を事件ではないと認識している。このことについて、本件新聞の写真掲載につ 

いて「事件」であると主張しているのは申立人以外にないことから、本件開示請求 

に係る事件は発生しておらず文書の作成や保有もしていないという実施機関の説明 

は、是認できる。 

 実施機関が不開示決定通知書の「開示しない理由」欄に「上記事件は発生してお 

らず、公文書は作成していないため」と記載したことについては、取得や保有もし 

ていないことを記載すべきだったと思料されるが、対象公文書が不存在であるとい 

う事実には変わりがないことから、実施機関が行った公文書不開示決定は結論にお 

いて妥当である。 

 なお、申立人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するもの 

   ではない。 

 

（３） 結論 

    以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 （答申に関与した委員の氏名） 

 鈴木 潔、高松 佳子、山口 道昭 

 

審議の経過 

年  月  日 内   容 

平成２７年 ９月 ４日 諮問を受ける（諮問第２８１号） 

平成２７年 ９月 ４日 実施機関から開示決定等理由説明書を受理 

平成２７年１０月 ５日 実施機関から説明及び審議（第一部会第１０５回審査会） 

平成２７年１１月 ９日 審議（第一部会第１０６回審査会） 

平成２７年１２月 ７日 審議（第一部会第１０７回審査会） 

平成２８年 １月１４日 答申 

 


